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(57)【要約】
　
【課題】器具先端と臓器とが一定距離に近接したときに
警告・器具の制動を行う内視鏡システムにおいて、術中
の状況により警告・器具の制動を行うことが望ましくな
い場合が存在する。そのような状況においては不都合な
警告・器具の制動が生じてしまうこととなる。
【解決手段】内視鏡システムは、観察対象を観察する第
一の観察部を有する挿入部と、観察対象の少なくとも一
部、および挿入部または処置具の先端部を観察するため
の第二の観察部と、緊急動作部を作動させる緊急動作部
制御手段、第二の観察部から得られた情報に基づいて基
準面を設定する基準面設定手段、および挿入部または処
置具の先端部が基準面に到達する予測時間を算出する算
出手段を備えた制御部とを有し、予測時間が所定の時間
以下の場合に、制御部が、緊急動作部を作動するように
制御することを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察対象を観察する第一の観察部を有する挿入部と、
　前記観察対象の少なくとも一部、および前記挿入部または処置具の先端部を観察する第
二の観察部と、
　緊急動作部を作動させる緊急動作部制御手段、前記第二の観察部から得られた情報に基
づいて基準面を設定する基準面設定手段、および前記挿入部または前記処置具の先端部が
前記基準面に到達するまでの予測時間を算出する算出手段を備えた制御部とを有し、
　前記予測時間が所定以下の場合に、前記制御部が、前記緊急動作部を作動するように制
御することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記処置具は前記挿入部に設けられている請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記処置具は前記挿入部とは別体に設けられている、請求項１に記載の内視鏡システム
。
【請求項４】
　前記第二の観察部は、三次元情報を含む画像を取得する観察部である、請求項１乃至３
のいずれか一項に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記緊急動作部は、前記挿入部または前記処置具の先端部の前記基準面に対する移動を
制動する制動手段である、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記緊急動作部は、警告音を発する警告機である、請求項１乃至４のいずれか一項に記
載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記基準面は、少なくとも一部が、前記観察対象の外側で前記挿入部または前記処置具
の先端部と前記観察対象との間に設定される、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の内
視鏡システム。
【請求項８】
　前記基準面は、少なくとも一部が、前記観察対象の内側に設定される、請求項１乃至６
のいずれか一項に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記基準面の位置が、前記観察対象の動きに追従して設定される、請求項１乃至８のい
ずれか一項に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記観察対象が、周期的な動きを持つ場合または予測可能な動きをする場合に、前記基
準面は、該動きにおける所定の時間での前記観察対象の位置または該位置から所定の距離
だけシフトさせた位置に設定される、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の内視鏡シス
テム。
【請求項１１】
　前記挿入部または前記処置具の先端部の形状、向き、進行方向、速度、および加速度、
行う処置の種類、並びに前記挿入部または前記処置具の先端部の進行方向にある前記観察
対象の種類および状態のうちの少なくとも一つによって定義される警告値に基づいて、前
記基準面を、前記観察対象の位置から所定の距離だけシフトさせた位置に設定する、請求
項１乃至９のいずれか一項に記載の内視鏡システム。
【請求項１２】
　内視鏡システムにおいて用いられる方法であって、
　観察対象の少なくとも一部、および第一の観察部を有する挿入部または処置具の先端部
の画像を、第二の観察部によって取得すること、
　制御部によって、前記第二の観察部から得られた画像に基づいて基準面を設定すること
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、
前記挿入部または前記処置具の先端部が該基準面に到達するまでの予測時間を算出するこ
と、
　前記予測時間が所定以下の場合に、前記制御部によって緊急動作部を作動するように制
御することと、を備える方法。
【請求項１３】
　前記第二の観察部は、三次元情報を含む画像を取得する観察部である、請求項１２に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記緊急動作部は、前記挿入部または前記処置具の先端部の前記基準面に対する移動を
制動する制動手段である、請求項１２または１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記緊急動作部は、警告音を発する警告機である、請求項１２または１３のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記基準面は、少なくとも一部が、前記観察対象の外側で前記挿入部または前記処置具
の先端部と前記観察対象との間に設定される、請求項１２乃至１５のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記基準面は、少なくとも一部が、前記観察対象の内側に設定される、請求項１２乃至
１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記基準面の位置が、前記観察対象の動きに追従して設定される、請求項１２乃至１７
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記観察対象が、周期的な動きを持つ場合または予測可能な動きをする場合に、前記基
準面は、該動きにおける所定の時間の前記観察対象の位置または該位置を所定の距離だけ
シフトさせた位置に設定される、請求項１２乃至１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記制御部によって、前記挿入部または前記処置具の先端部の形状、向き、進行方向、
速度、および加速度、行う処置の種類、並びに前記挿入部または前記処置具の先端部の進
行方向にある前記観察対象の種類および状態のうちの少なくとも一つに基づいて警告値を
定義することをさらに含み、
　前記基準面は、前記警告値に基づいて前記観察対象の位置を所定の距離だけシフトさせ
た位置に設定される、請求項１２乃至１８のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体内の観察や治療を行う場合において、生体への負担を軽減する目的で、切開を行わ
ずに小径の穴より内視鏡や治療器具を生体内に挿入して行う方法が多くとられている。こ
の場合において、生体内の臓器に対して不用意に接触しないように細心の注意を持って術
に臨むと同時に、例えば特開２０００－２８７９９５（特許文献１）に記載されているよ
うな装置を用いることで臓器との意図しない接触の可能性を低くすることが可能となる。
すなわち、特許文献１に記載されている装置は、器具先端に配したバルーン内の圧力をモ
ニタすることにより、器具先端が臓器に対して一定距離に近づいたことを検知し、それに
より警告を発するというものである。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２８７９９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の特許文献１に開示された技術のような、器具先端と臓器とが一定距離に近接した
ときに警告を発する装置においては、慎重な低速度で臓器に接近しつつある場合などの警
告が必要でない状況でも警告が発せられてしまう。警告が必要でない他の状況としては、
処置を行う目的で臓器に触れる場合、またはレーザー照射の目的で臓器近傍において静止
する場合などが挙げられる。また警告を発することで人為的なミスは減少するが、さらな
るミスの低減が望まれている。本発明は、上記課題に鑑みてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　提案する内視鏡システムは、観察対象を観察する第一の観察部を有する挿入部と、観察
対象の少なくとも一部、および挿入部または処置具の先端部を観察する第二の観察部と、
緊急動作部を作動させる緊急動作部制御手段、第二の観察部から得られた情報に基づいて
基準面を設定する基準面設定手段、挿入部または処置具の先端部が基準面に到達するまで
の予測時間を算出する算出手段を備えた制御部とを有し、前記予測時間が所定以下の場合
に、制御部が、緊急動作部を作動するように制御する。
【０００６】
　また、本発明の別の実施形態は、内視鏡システムにおいて用いられる方法であって、観
察対象の少なくとも一部、および第一の観察部を有する挿入部または処置具の先端部の画
像を、第二の観察部によって取得すること、制御部によって、第二の観察部から得られた
画像に基づいて基準面を設定すること、挿入部または処置具の先端部が基準面に到達する
までの予測時間を算出すること、予測時間が所定以下の場合に、前記制御部によって緊急
動作部を作動するように制御することと、を備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、体内に挿入した器具を用いて観察または治療を行う場合に、臓器表面
との意図しない接触を抑制するように緊急動作部が作動するので、内視鏡と臓器表面との
意図しない接触を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態における内視鏡システムの構造の概略図である。
【図２】第１の実施形態における制御処理装置のブロック図および基本フローチャートで
ある。
【図３】第２の実施形態における内視鏡システムの構造の概略図である。
【図４】第２の実施形態における制御処理装置のブロック図である。
【図５】第３の実施形態における内視鏡システムの構造の概略図である。
【図６】第４の実施形態における基準面の位置を示す図である。
【図７】第５の実施形態における基準面の位置を示す図である。
【図８】第６の実施形態における基準面の位置を示す図である。
【図９】器具の臓器表面に対する移動を示す図である。
【図１０】器具の臓器表面に対する移動を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［第１の実施形態］
　図１は、提案する内視鏡システムの第１の実施形態の構造の概略を表わす。図１におい
て１は人体を示し、腹部の断面を表わしている。２は腹腔内部を示し、３は腹腔内部２に
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おける観察対象または治療対象である臓器表面を示す。４は基準面であり、詳細は後述す
る。１０は、腹腔内部２の観察対象または治療対象である臓器表面３の目的部位を観察す
るための観察部（第一の観察部）を有する内視鏡を示す。内視鏡１０が有する観察部は不
図示であるが、光学系を有する撮像部または、撮像部に接続されているファイバで構成す
ることができる。内視鏡１０が有する撮像部は、２次元画像を撮像する物でも３次元画像
を撮像する物でもよい。内視鏡１０は、人体１の外側において術者により把持され操作さ
れるが、本図では術者は不図示としている。また、内視鏡１０に接続される照明装置、画
像処理装置、表示装置、録画装置なども不図示としている。１１は、内視鏡１０の軸方向
に設けられた、治療用の処置具等を通すためのチャネル孔を示す。１２は、チャネル孔１
１を自在に貫通可能で、先端からのレーザー照射にて治療を行う処置具であるファイバを
示す。１３は内視鏡１０を腹腔内部２に導入するためのトロッカーを示す。１４はチャネ
ル孔１１内のファイバ１２の基準面４に対する移動に制動をかけるための緊急動作部であ
る処置具制動装置、１５はトロッカー１３内の内視鏡１０の基準面４に対する移動に制動
をかけるための緊急動作部である内視鏡制動装置を示す。ここで、ファイバ１２は内視鏡
１０に備えられているが、処置具を内視鏡１０とは別体に設けてもよい。
【００１０】
　１６は、腹腔内部２において臓器表面３の必要部位、内視鏡１０、およびファイバ１２
などを観察するための観察部（第二の観察部）であって、それらの三次元情報を含む画像
を撮像する２眼のＣＣＤで構成されたカメラを示す。カメラ１６は撮像対象への照明手段
を有する。１７はカメラ１６の撮像情報から撮像対象の三次元座標データを作成する三次
元観察装置、１８は三次元観察装置１７のデータを処理して後段の装置の制御を行う制御
部である制御処理装置を示す。１９は、制御処理装置１８により制御される緊急動作部で
ある警告装置を示す。２０は制御処理装置１８により制御され、処置具制動装置１４およ
び内視鏡制動装置１５を、器具の移動を制動するように制御する制動制御装置を示す。
【００１１】
　カメラ１６は、腹腔内部２における臓器表面３の少なくとも一部、並びに内視鏡１０あ
るいはファイバ１２の少なくとも先端部分を撮像範囲としている。三次元観察装置１７は
、カメラ１６の撮像情報から撮像対象の三次元座標データを作成する。体内用に限らず三
次元計測装置が各種市販されており、その仔細な説明は割愛する。
【００１２】
　制御処理装置１８は、三次元観察装置１７によって作成された三次元座標データを経時
順に処理することで、内視鏡１０あるいはファイバ１２の三次元座標および移動状況を把
握する。また、臓器表面３の三次元座標も同時に把握し、これを基準面４の三次元座標と
して設定する。制御処理装置１８は、臓器表面３および内視鏡１０あるいはファイバ１２
の三次元座標の経時順の情報に基づいて、内視鏡１０あるいはファイバ１２が基準面４に
接触するまでの予測時間（時間間隔）を算出する。また、制御処理装置１８は前記算出し
た時間間隔を所定の基準値（時間間隔）と比較する。当該算出した時間間隔が所定以下（
所定の基準値以下）の場合は警告装置１９を外部に警告を行うよう制御するとともに、内
視鏡１０およびファイバ１２のうちの少なくとも一方の移動の制動を行うように制動制御
装置２０を制御する。
【００１３】
　警告装置１９は制御処理装置１８から警告を行うよう制御された場合において、音声、
振動、発光などの手段を用いて術者に対して通知を行う。ここで、警告装置１９は例えば
警告音を発生させる警告機とすることができる。
【００１４】
　制動制御装置２０は、制御処理装置１８から器具の移動の制動を行うよう制御された場
合において、処置具制動装置１４および内視鏡制動装置１５のうちの少なくとも一方に対
して器具の移動に制動をかけるよう制御を行う。
【００１５】
　三次元観察装置１７は２眼ＣＣＤで構成されたカメラ１６から情報を取得すると説明し
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たが、これに限定されるものではない。すなわち、三次元観察装置１７は、他の代替手段
、例えば、医療用、工業用共に広く普及している３Ｄ超音波観測装置などから情報を取得
することも可能である。
【００１６】
　制御処理装置１８の動作について図２（ａ）を使って説明する。図２（ａ）は制御処理
装置１８の内部ブロック図であり、２１は三次元観察装置１７からの三次元座標データ入
力、３０は警告装置１９への警告制御出力、３２は制動制御装置２０への制動制御出力を
示す。
【００１７】
　２２は、三次元座標データ入力２１から臓器表面３に関する座標を抽出する画像処理ア
ルゴリズムを持ち、基準面を設定する基準面設定手段に相当する、臓器座標抽出回路を示
す。臓器座標抽出回路２２で抽出した臓器表面３に関する座標データは、基準面４の座標
データとして設定される。２３は、三次元座標データ入力２１から挿入部に含まれる内視
鏡１０あるいはファイバ１２に関する座標を抽出する画像処理アルゴリズムを持つ、器具
座標抽出回路を示す。
【００１８】
　２４は、内視鏡１０あるいはファイバ１２と基準面４との距離を算出する距離算出回路
を示す。距離算出回路２４は、器具座標抽出回路２３からの内視鏡１０あるいはファイバ
１２に関する座標データと臓器座標抽出回路２２からの基準面４の座標データから、両者
の距離を算出する。２５は、距離算出回路２４で算出した経時順の距離データから、内視
鏡１０あるいはファイバ１２と基準面４との相対速度を算出する速度算出回路を示す。２
６は、距離算出回路２４で算出した距離と、速度算出回路２５で算出した相対速度から、
内視鏡１０あるいはファイバ１２が基準面４に到達するまでの予測時間を算出する予測時
間算出回路を示す。
【００１９】
　２７は警告基準値回路、２８は制動基準値回路を示し、予測時間算出回路２６で算出し
た内視鏡１０あるいはファイバ１２が基準面４に到達するまでの予測時間と比較するため
の値が、それぞれに少なくとも１つ格納されている。２９は、緊急動作部である警告装置
１９の動作を制御する緊急動作部制御手段に相当する、警告基準値比較回路を示す。警告
基準値比較回路２９は、予測時間算出回路２６で算出した内視鏡１０あるいはファイバ１
２が基準面４に到達するまでの予測時間と、警告基準値回路２７が持つ基準値とを比較し
、その結果に基づいて警告装置１９に対する警告制御出力３０を決定する。３１は、制動
制御装置２０ひいては緊急動作部である各制動装置１４、１５の動作を制御する緊急動作
部制御手段に相当する、制動基準値比較回路を示す。制動基準値比較回路３１は、予測時
間算出回路２６で算出した内視鏡１０あるいはファイバ１２が基準面４に到達するまでの
予測時間と、制動基準値回路２８が持つ基準値とを比較し、その結果に基づいて制動制御
装置２０に対する制動制御出力３２を決定する。
【００２０】
　臓器座標抽出回路２２および器具座標抽出回路２３は、画像処理回路であり複数フレー
ム分のバッファメモリを持つ構成を取りうる。臓器座標や器具座標の抽出方法としては各
種方式がある。例えば、内視鏡１０およびファイバ１２の外形図データをあらかじめ持っ
ておき、該データに合致する三次元座標部分を内視鏡１０あるいはファイバ１２に関する
座標データとして抽出する方法がある。この場合において、三次元座標部分が内視鏡１０
あるいはファイバ１２の外形図データのすべてに合致しなくとも、一部が一致することで
座標データを判断することも処理アルゴリズムにより可能である。なお、図１では内視鏡
１０は硬性内視鏡として書かれているが、軟性内視鏡の場合であってもその先端部分の外
形図データを持つことで先端部分の抽出が可能である。また、入力された三次元座標デー
タ入力２１の三次元座標データから、内視鏡１０あるいはファイバ１２に関する座標デー
タのエリアを消す処理により、臓器座標抽出回路２２は臓器表面３の三次元座標データを
得る方法がある。この方法において、カメラ１６から見て内視鏡１０あるいはファイバ１
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２の死角となる臓器表面３については、周囲の座標データを使用し補完処理をすることに
より座標データを作成してもよい。さらに、内視鏡１０あるいはファイバ１２が別位置に
存在したときに取得した臓器表面３の座標データを流用することで、当該死角となる臓器
表面３の座標データを作成してもよい。以上のように求めた臓器表面３の座標データは、
基準面４の座標データとして設定される。
【００２１】
　距離算出回路２４は臓器座標抽出回路２２からの基準面４の座標データと、器具座標抽
出回路２３からの内視鏡１０あるいはファイバ１２に関する座標データとに基づいて、基
準面４と内視鏡１０あるいはファイバ１２との間隔を算出する。この場合、算出する範囲
を、例えば内視鏡１０あるいはファイバ１２の先端部と基準面４の特定部分との間隔など
に限定することにより、処理時間を短縮することが可能である。カメラ１６のフレームレ
ートが６０fpsであって、臓器座標抽出回路２２、器具座標抽出回路２３および距離算出
回路２４がこれに同期して動作する場合、距離算出回路２４はフレームごと、すなわち16
.7msごとに距離算出を行う。
【００２２】
　速度算出回路２５は、距離算出回路２４が算出した経時順の複数の距離から、基準面４
と内視鏡１０あるいはファイバ１２の先端部との相対速度を求める。例えばファイバ１２
の先端と基準面４との距離が40mmであって、16.7ms後に38mmになった場合、相対速度は（
40mm－38mm）/16.7msで計算され、0.12m/sの速度でファイバ１２の先端と基準面４の距離
が縮まっていることになる。
【００２３】
　予測時間算出回路２６は、距離算出回路２４で算出した距離、および速度算出回路２５
で算出した相対速度から、内視鏡１０あるいはファイバ１２の先端部が基準面４に到達す
るまでの予測時間（時間間隔）を計算する。予測時間は、例えば現在の器具の移動速度0.
12m/sが継続されると仮定した場合において、現在の内視鏡１０あるいはファイバ１２の
先端部から基準面４までの距離が38mmだった場合、38mm/120mm/sで計算され約0.3秒と予
測される。この場合において速度の変化から加速度を求め、加速度を加味した計算により
到達までの予想時間を計算する手法も取りうる。
【００２４】
　警告基準値回路２７に設定されている基準値が例えば0.5秒だった場合、警告基準値比
較回路２９は当該基準値と予測時間算出回路２６で算出した予測時間、例えば0.3秒とを
比較する。この場合、予測時間0.3秒が基準値0.5秒よりも短いので（以下なので）、警告
制御出力３０をイネーブルにして、警告装置１９を作動させる。予測時間が基準値より長
い場合は警告制御出力３０をディスエーブルにして、警告装置１９を作動させない。なお
、警告基準値回路２７に複数の基準値を持たせて、警告基準値比較回路２９においてそれ
ぞれの基準値と比較を行い、それぞれの基準値との比較結果により、例えば異なる音色で
警告をする手法なども取りうる。
【００２５】
　制動基準値回路２８に設定されている基準値が例えば0.2秒だった場合、制動基準値比
較回路３１は当該基準値と予測時間算出回路２６で算出した予測時間、例えば0.3秒とを
比較する。この場合、基準値0.2秒よりも予測時間0.3秒が長いので、制動制御出力３２を
ディスエーブルにして、制動制御装置２０を作動させない。予測時間が基準値以下の場合
は制動制御出力３２をイネーブルにして、制動制御装置２０を作動させる。制動制御装置
２０が作動することにより処置具制動装置１４および内視鏡制動装置１５のうちの少なく
とも一方が制動動作し、器具の先端部分が基準面４すなわち臓器表面３にそれ以上近づく
ことを防ぐように働く。
【００２６】
　処置具制動装置１４における制動動作は内視鏡１０およびファイバ１２間、内視鏡制動
装置１５における制動動作はトロッカー１３および内視鏡１０間の摩擦を増大させること
で実現することが可能である。なお、取りうる簡便な手段の例として、電磁的なブレーキ
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を挙げることができるが、これに限られるものではない。また、手術を遠隔操作で行うよ
うな、術者が直接に機器を把持・操作しないものについては、前記電磁的なブレーキを使
用してもよいし、マニュピレータ駆動回路を停止させてもよい。
【００２７】
　制御処理装置１８の動作について図２（ｂ）を使って説明する。図２（ｂ）は制御処理
装置１８における基本フローチャートである。
【００２８】
　ステップ５０において制御処理装置１８の動作が始められる。
【００２９】
　次に、三次元座標データ入力ステップ５１において、腹腔内部２における撮像対象部分
の三次元座標データが三次元観察装置１７から逐次入力される。例えば、システムのフレ
ームレートが６０fpsであるときは16.7msごとに入力される。ここで、入力される三次元
座標データは、三次元観察装置１７からの三次元座標データ入力２１における三次元座標
データである。
【００３０】
　三次元座標データが入力されると、動作は次に臓器座標抽出ステップ５２に進む。臓器
座標抽出ステップ５２では、三次元座標データ入力ステップ５１で入力された三次元座標
データに基づいて、臓器表面３の座標データを抽出する。抽出する処理方法は前述してい
るのでここでは割愛する。抽出した臓器表面３の座標データは、基準面４の座標データと
して設定される。なお、基準面４の座標データの設定は、臓器表面３の座標データが入力
されるたびに行われてもよいし、臓器表面３の座標データが最初に入力されたときにのみ
行われてもよい。また、基準面４の座標データの設定が、臓器表面３の座標データが最初
に入力されたときにのみ行われる場合には、以降の処理のために当該基準面４の座標デー
タをメモリ等に格納することができる。
【００３１】
　同様に、器具座標抽出ステップ５３では、三次元座標データ入力ステップ５１で入力さ
れた三次元座標データに基づいて、内視鏡１０あるいはファイバ１２の座標データを抽出
する。なお、器具座標抽出ステップ５３は、本実施形態では臓器座標抽出ステップ５２の
後に行われているが、臓器座標抽出ステップ５２よりも先に行われてもよいし、それぞれ
のステップが並行して行われてもよい。
【００３２】
　次に動作は距離算出ステップ５４に進む。距離算出ステップ５４では、抽出した内視鏡
１０あるいはファイバ１２の座標データと基準面４の座標データに基づいて、内視鏡１０
あるいはファイバ１２と基準面４との間隔を算出する。この場合、算出する範囲を、例え
ば内視鏡１０あるいはファイバ１２の先端部と基準面４の特定部分との間隔などに限定す
ることにより、処理時間を短縮することが可能である。
【００３３】
　距離算出ステップ５４が行われると、動作は速度・予測時間算出ステップ５５に進む。
速度・予測時間算出ステップ５５では、距離算出ステップ５４で算出した内視鏡１０ある
いはファイバ１２と基準面４との間隔を経時順に処理する。速度・予測時間算出ステップ
５５は、当該間隔が経時的に狭まっている場合に、内視鏡１０あるいはファイバ１２と基
準面４とが接触するまでの予測時間（時間間隔）を算出する。算出方法の例としては、異
なるフレームにおける距離の差分をフレーム間隔で除することで現在の速度を求め、現在
の距離を速度で除することで接触するまでの予測時間を算出する。
【００３４】
　予測時間が算出されると、動作は警告制御判断ステップ５６に進む。警告制御判断ステ
ップ５６では、速度・予測時間算出ステップ５５で算出した予測時間と、警告基準値であ
る所定の時間間隔とを比較する。予測時間が当該所定の時間間隔より長い場合には、動作
はステップ５７に進み、警告装置１９に対する出力である警告制御出力３０をディスエー
ブルにする。これに対し、予測時間が当該所定の時間間隔以下の場合には、動作はステッ
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プ５８に進み、警告制御出力３０をイネーブルにする。
【００３５】
　同様に、制動制御判断ステップ５９では、速度・予測時間算出ステップ５５で算出した
予測時間と、制動基準値である所定の時間間隔とを比較する。予測時間が当該所定の時間
間隔より長い場合には、動作はステップ６０に進み、制動制御装置２０に対する出力であ
る制動制御出力３２をディスエーブルにする。これに対し、予測時間が当該所定の時間間
隔以下の場合には、動作はステップ６１に進み、制動制御出力３２をイネーブルにする。
なお、制動制御判断ステップ５９は、本実施形態では警告制御判断ステップ５６の後に行
われているが、警告制御判断ステップ５６よりも先に行われてもよいし、それぞれのステ
ップが並行して行われてもよい。
【００３６】
　その後、動作はステップ６２に進み、終了する。
【００３７】
　本実施形態の内視鏡システムでは、器具が基準面に到達するまでの予測時間を算出し、
 当該予測時間に基づいて、警告および器具の移動の制動のうちの少なくとも一方を行う
。これにより、状況に応じた適切な警告や制動が可能となり、器具の臓器表面との意図し
ない接触を抑制することができる。
【００３８】
［第２の実施形態］
　図３は、提案する内視鏡システムの第２の実施形態の構造の概略を表わす。図３におい
て、基準面４は内視鏡１０あるいはファイバ１２から見て臓器表面３よりも手前に、すな
わち臓器表面３の外側で内視鏡１０あるいはファイバ１２の先端部と臓器表面３との間に
設けられている。基準面４は、臓器表面３からの距離、面形状、および大きさなどが自在
に設定されることができる。
【００３９】
　本実施形態における制御処理装置１８の内部ブロック図を図４に示す。動作の大半は第
１の実施形態の場合と同様であるので、相違部分についてのみ説明を行う。
【００４０】
第１の実施形態では、臓器座標抽出回路２２で求めた臓器表面３の座標データを基準面４
の座標データとして設定した。これに対し、本実施形態では、基準面４を設定する基準面
設定手段に相当する、基準面設定回路３３が当該臓器表面の座標データから基準面４の座
標データを設定する。
【００４１】
　基準面設定回路３３は、臓器座標抽出回路２２で求めた臓器表面３の座標データから、
基準面４の座標データをあらかじめ決められた方法によって設定する。その方法の簡単な
一例は、臓器表面３から一定距離手前側に仮想曲面を想定し、当該仮想曲面の座標データ
を基準面４の座標データとして設定することである。なお、基準面４の座標データの設定
は、臓器表面３の座標データが入力されるたびに行われてもよいし、臓器表面３の座標デ
ータが最初に入力されたときにのみ行われてもよい。また、基準面４の座標データの設定
が、臓器表面３の座標データが最初に入力されるときにのみ行われる場合には、以降の処
理のために当該基準面４の座標データをメモリ等に格納することができる。
【００４２】
　内視鏡１０およびファイバ１２は臓器表面３に接触して使用するものではないから、基
準面４が内視鏡１０あるいはファイバ１２から見て臓器表面３よりも手前にあることは支
障とはならない。内視鏡１０と内視鏡１０から突出したファイバ１２を比較した場合、フ
ァイバ１２の先端部は内視鏡１０の撮像部から離れているため、臓器との意図しない接触
の可能性が高くなる。また、臓器に腫瘍などができ、臓器が通常より肥大化している場合
にも、臓器との意図しない接触の可能性が高くなる。このように、状況に応じてその臓器
との意図しない接触の可能性が異なる。そのため、本実施形態のように、臓器との意図し
ない接触の可能性が高い場合には、基準面４を臓器表面３よりも手前に設定することで、
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臓器との意図しない接触の可能性を低くすることができる。また、臓器との意図しない接
触の可能性が高い状況ほど、基準面４をより手前に設定することで、当該状況下における
臓器との意図しない接触の可能性をより低くする方法もとることができる。
【００４３】
［第３の実施形態］
　図５は、提案する内視鏡システムの第３の実施形態の構造の概略を表わす。図５におい
て３４は例えば鉗子などの処置具である。ここで、処置具３４は内視鏡１０に備えられて
いるが、処置具３４を内視鏡１０とは別体に設けてもよい。鉗子は臓器表面３を挟んだり
抑えたりする目的で使用されるので、その先端は通常時の臓器表面３よりも奥側に達する
。そのため、図５において、基準面４は内視鏡１０あるいは処置具３４から見て、臓器表
面３よりも遠方側に、すなわち臓器表面３の内側（臓器の内側）に設定される。基準面４
の設定位置は、行う処置の種類や、対象の臓器の種類などによって決定される。臓器との
意図しない接触の可能性が高い状況下では基準面４を臓器表面３の手前側に、当該可能性
が低い状況下では奥側に設定することが可能である。
【００４４】
　本実施形態における制御処理装置１８の動作は第２の実施形態の場合とほぼ同じである
ので図４を用いて差異部分についてのみ説明を行う。基準面設定回路３３では、臓器座標
抽出回路２２で求めた臓器表面３の座標データから基準面４の座標データを設定する。こ
の場合において基準面４は、内視鏡１０あるいは処置具３４から見て臓器表面３よりも遠
方に、すなわち、臓器表面３の内側（臓器の内側）に設けられる。なお、基準面４の座標
データの設定は、臓器表面３の座標データが入力されるたびに行われてもよいし、臓器表
面３の座標データが最初に入力されたときにのみ行われてもよい。また、基準面４の座標
データの設定が、臓器表面３の座標データが最初に入力されるときにのみ行われる場合に
は、以降の処理のために当該基準面４の座標データをメモリ等に格納することができる。
【００４５】
　本実施形態のように、臓器との意図しない接触の可能性が低い場合には、基準面４を臓
器表面３の内側に設定することで、行う処置の種類などに応じた、より適切な警告や制動
が可能となる。
【００４６】
［第４の実施形態］
　図６は、提案する内視鏡システムの第４の実施形態における基準面の位置を表わす図で
ある。図６（ａ）および（ｂ）においては、簡略化のため、腹腔内部２に挿入するトロッ
カー１３、ファイバ１２、内視鏡１０、カメラ１６等、および人体１外に接続される装置
類は省略されているが、実際には例えば図３と同様な装置類が存在している。人体１内に
おいては、例えば呼吸によって肺自体が周期的な動きをする。また、周辺臓器についても
それに伴った周期的な動きが生じる。その場合において、図６（ａ)および（ｂ）はそれ
ら臓器の動きにおける最小時と最大時の臓器表面３を示すものである。３５は臓器表面３
が最も膨らんだ部位である。
【００４７】
　本実施形態において、基準面４は、臓器表面３の動きに合わせてその位置を変化させる
ことができる。そのために図６（ａ）と（ｂ）では基準面４の形状が異なっている。基準
面４は基準面設定回路３３において、その座標データが設定される。
【００４８】
　本実施形態における基準面設定回路３３の動作については以下のとおりである。臓器座
標抽出回路２２で生成した臓器表面３の座標データに基づいて、一定距離手前側に基準面
４の座標データの設定を行う。これをリアルタイムに行うことにより、基準面４は臓器表
面３の動きに追従することができる。また臓器表面３の周期的な動きからその周期と振幅
をあらかじめ抽出・把握しておけば臓器表面３の動きは予測可能であり、その予測値を使
用して基準面４を設定することも可能である。また、必ずしも基準面４を臓器表面３から
近方側（手前側）にシフトさせる必要はなく、場面に応じて少なくともその一部を臓器表
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面３上に設定したり、少なくともその一部を臓器表面３から遠方側（奥側）にシフトさせ
て設定したりすることも可能である。
【００４９】
　本実施形態のように、基準面４を臓器表面３の動きに追従するように設定することによ
り、臓器の周期的な動きに応じた、より適切な警告や制動が可能となり、器具と臓器との
意図しない接触の可能性を低くすることができる。
【００５０】
［第５の実施形態］
　図７は、提案する内視鏡システムの第５の実施形態における基準面の位置を表わす図で
ある。図７（ａ）および（ｂ）において、簡略化のため、腹腔内部２に挿入するトロッカ
ー１３、ファイバ１２、内視鏡１０、カメラ１６等、および人体１外に接続される装置類
は省略されているが、実際には例えば図３と同様な装置類が存在している。人体１内にお
いては例えば呼吸によって肺自体が周期的な動きをする。また周辺臓器についてもそれに
伴った予測可能な周期的な動きが生じる。その場合において、図７（ａ)および（ｂ）は
それら臓器の動きにおける最小時と最大時の臓器表面３を示すものである。３５は臓器表
面３が最も膨らんだ部位である。
【００５１】
　基準面４は、臓器表面３の動きにかかわらず臓器表面３が最も膨らんだ状態の臓器表面
３より求めた座標データに基づいて設定されている。図７（ａ）と図７（ｂ）の基準面４
は同一形状である。基準面４は、基準面設定回路３３によってその座標データが設定され
る。
【００５２】
本実施形態における基準面設定回路３３の動作については以下のとおりである。臓器座標
抽出回路２２で抽出した座標データを経時順に分析することで、周期性を有する臓器表面
の動きを抽出する。この周期的に動く部分に関しては、当該動きにおける所定の時間での
臓器表面３、例えば、当該動きのうち最も膨らんだ臓器表面３に基づいて基準面４の座標
データを設定する。また、基準面４は必ずしも臓器表面３上にある必要はなく、場面に応
じて少なくともその一部を臓器表面３から遠方側または近方側に所定の距離だけシフトさ
せて設定することも可能である。
【００５３】
本実施形態のように、基準面４を周期的に動く臓器の所定の時間における臓器表面３に基
づいて設定することにより、臓器の周期的な動きに応じた、より適切な警告や制動が可能
となり、器具と臓器との意図しない接触の可能性を低くすることができる。
【００５４】
［第６の実施形態］
　図８は、提案する内視鏡システムの第６の実施形態における基準面の位置を表わす図で
ある。図８（ａ）および（ｂ）において、簡略化のため、腹腔内部２に挿入するトロッカ
ー１３、ファイバ１２、内視鏡１０、カメラ１６等、および人体１外に接続される装置類
は省略されているが、実際には例えば図３と同様な装置類が存在している。
【００５５】
　内視鏡手術を行う際に、腹腔内部２で視野を得るために腹腔内部２にガスを供給する方
法が取られる場合がある。この場合においては、視野をさらに確保する目的で加圧したり
、臓器への負担を軽減するために減圧したりの操作が行われる場合がある。図８（ａ）は
減圧時の臓器表面３および基準面４を示し、図８（ｂ）は加圧時の臓器表面３および基準
面４を示している。図８（ｂ）に示される臓器表面３は腹腔内部２の気圧によって図８（
ａ）に示される臓器表面３に比べて下方に沈み込んでいる。
【００５６】
　基準面４はこの臓器表面３の動きに追従している。これは実施例４のように、臓器座標
抽出回路２２で抽出した臓器表面３の座標データに基づいて、リアルタイムに基準面４の
座標データの設定を行うことで実現することができる。他の方法として、加圧・減圧の操
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作情報を基準面設定回路３３に与え、基準面設定回路３３は、あらかじめ把握している圧
力と臓器表面３の位置の対応関係に基づいて臓器表面３の位置を予測し、それにより基準
面４を設定することができる。
【００５７】
　本実施形態のように、基準面４を臓器表面３の動きに基づいて設定することにより、臓
器に対する加圧や減圧などの処置に応じた、より適切な警告や制動が可能となり、器具と
臓器との意図しない接触の可能性を低くすることができる。
【００５８】
［第７の実施形態］
　図９および図１０は、器具の臓器表面に対する移動を説明する図である。図９（ａ）は
ファイバ１２が臓器表面３に向かって移動していることを示している。図９（ｂ）は内視
鏡１０が臓器表面３に向かって移動していることを示している。この場合、図９（ｂ）に
示すようにファイバ１２の先端部は内視鏡１０の撮像部から離れているため、図９（ａ）
に示す内視鏡１０の先端部よりも、器具を臓器表面に対して移動させた場合に、器具と臓
器との意図しない接触の可能性が高くなる。
【００５９】
　図１０（ａ）はファイバ１２が臓器表面３に向かって移動していることを示している。
図１０（ｂ）は内視鏡１０が、チャネル孔１１先端から固定長だけ突出したファイバ１２
と共に臓器表面３に対して９０度に近い寝た角度のまま臓器表面３に向かって移動してい
ることを示している。図１０（ａ）の場合は、上記述べたように、ファイバ１２の先端が
内視鏡１０の撮像部から離れているため、臓器との意図しない接触の可能性が高くなる。
また、図１０（ｂ）に示すように、ファイバ１２の先端が臓器表面３に最も近づいている
部分ではない場合であっても、内視鏡１０が臓器表面３に対して垂直でない角度で近づく
場合には、臓器表面３と表面に最も近づく内視鏡の部分の距離が把握しづらくなる。その
ため、器具と臓器との意図しない接触の可能性がある程度高くなる。
【００６０】
　器具と臓器との意図しない接触の可能性の違いについて図９および図１０を示して２つ
の例を説明したが、この例に限らず、器具先端の形状、器具の進行方向、並びに臓器の種
類および状態などの違いによっても臓器との意図しない接触の可能性には差が出てくる。
また、器具、臓器、および到達時間の条件が同じでも、器具が臓器に向かう速度が早い方
が臓器との意図しない接触の可能性が高い。また、器具、臓器、到達時間、および速度の
条件が同じでも、加速度が大きい方が臓器との意図しない接触の可能性が高い。上記のよ
うに、臓器との意図しない接触は、処置具の速度、加速度、形状、臓器の種類および状態
などによって異なるので、それぞれ条件に応じて基準面を設定することが好ましい。例え
ば、処置具の形状が鋭利な場合などには、基準面は、臓器から離れた位置に設けることが
好ましい。
【００６１】
一方で、臓器に対して処置を行う場合には、器具と臓器との接触を意図しているため、基
準面を遠方に、すなわち臓器の内側に設けることが好ましい。この場合も、行う処置の種
類、処置具の形状および臓器の種類などの、それぞれの条件に応じて基準面を設定するこ
とが好ましい。
【００６２】
　そのため、このような状況に対処するため、本実施形態では、基準面４の少なくとも一
部を遠方または近方に所定の距離だけシフトさせる。これは、上記器具先端の形状の違い
等を基準面設定回路３３に与え、基準面設定回路３３によってその情報から警告値を定義
し、当該警告値に基づいて、基準面４の少なくとも一部を遠方または近方に所定の距離だ
けシフトさせることで実現することができる。ここで、警告値が大きい場合は基準面４を
より近方（手前側）に設定する。これによって、器具先端の形状、向き、進行方向、速度
、および加速度、行う処置の種類、並びに臓器の種類および状態などに応じた、より適切
な警告や制動が可能となり、器具と臓器との意図しない接触の可能性を低くすることがで
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きる。本実施形態において、状況に応じて基準面４を設定したり、警告値に応じて基準面
４を所定の距離だけシフトさせたりすることは、基準面設定回路３３によって行われる。
他の方法としては、警告基準値回路２７が持つ基準値あるいは制動基準値回路２８が持つ
基準値を変更することでも、臓器との意図しない接触の可能性を低くすることが可能であ
る。なお、基準面４の座標データの設定は、臓器表面３の座標データが入力されるたびに
行われてもよいし、臓器表面３の座標データが最初に入力されたときにのみ行われてもよ
い。また、基準面４の座標データの設定が、臓器表面３の座標データが最初に入力される
ときにのみ行われる場合には、以降の処理のために当該基準面４の座標データをメモリ等
に格納することができる。
【符号の説明】
【００６３】
４　基準面、１０　内視鏡（第一の観察部）、１４　処置具制動装置（緊急動作部）、１
５　内視鏡制動装置（緊急動作部）、１６　カメラ（第二の観察部）、１８　制御処理装
置（制御部）、１９　警告装置（緊急動作部）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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